
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者の資金繰り等を支援 

するため、島根県中小企業制度融資「令和 2年新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用した

事業者へ、島根県信用保証協会の信用保証料の一部を補助する制度を創設しました。 

１ 補助対象者 

 

新型コロナウイルス感染症対策資金 

に係る信用保証料を補助します。

２ 補助額 

信用保証料の全額（分割で支払う場合にあっては初回分のみ） 

※ただし 1事業者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限は 30 万円 

３ 申請期限 

対象融資を受けた後 3ヶ月以内 

４ 必要書類 

 （1）浜田市新型コロナウイルス感染症対策資金融資信用保証料補助金交付申請書兼請求書 

 （2）島根県信用保証協会信用保証書の写し 

 (3）信用保証料受入証明書の写し 

５ 申請窓口 

浜田市商工労働課（浜田市役所本庁 4階） 

TEL：0855-25-9501 

 

浜田市内の中小事業者で、島根県中小企業制度融資のうち 

「令和 2年新型コロナウイルス感染症対策資金」の融資を受けた方 

 

※島根県中小企業制度融資「令和 2 年新型コロナウイルス感染症対策資金」の概要については、

裏面をご覧ください。 

※令和 2年 4月 1日より受付開始します。 

お気軽にお問合せくださ

い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


